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救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施のための病院実習等について 

 

 

 

標記の件については、別添のとおり「気管内チューブによる気道確保の実施の

ための講習及び実習要領について」（平成１６年３月２３日付け医政指発第０３２

３０４９号）により、詳細が示されたところです。 

救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施のための病院実習と再教育

に当たっては、「救急業務の高度化の推進について（通知）」（平成１３年７月４日

付け消防救第２０４号）において、２年間で１２８時間以上の実施に努めること

とされている「救急救命士の資格を有する救急隊員の病院実習による再教育」を

効果的かつ効率的に活用され、円滑に実習を行うことが出来るよう、貴都道府県

内市町村（消防の事務を処理する組合を含む。）に対してこの旨周知されますよう、

お願いします。 




























